
の
規
定
に
よ
り
橿
原
市

か
ら
意
見
を
聴

次
の
と
お
り
公
告

意
見
を
縦
覧
に
供

 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    

名
称  

ラ
・
ム

橿
原
醍
醐
店 

    

所
在
地  

橿
原
市
醍
醐
町
三
八
〇

一 

二 

橿
原
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

 

１ 

危
機
管
理
課 

⑴ 

最
大
震
度
六
強
の
地
震
発
生
が
想
定
で
き
る
位
置
に
あ
る
た

最
大
震
度
六
強
の
揺
れ
に 

対
す
る
建
物
及
び
陳
列
棚
等
の
対
策
を
十
分
検
討
し
講
じ
る
こ
と

 

⑵ 

災
害
発
生
時

地
域
の
一
員

市
及
び
地
域
と
連
携
し
な
が
ら
対
応
を
図
る
こ

と
を
検
討

 
 

２ 

文
化
財
保
存
活
用
課 

 
 

将
来
に
お
い
て
申
請
地
の
現
状
を
改
変
す
る
際

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
申
請
及
び
届
出

等
を
行
う

 

 

３ 

環
境
政
策
課 

⑴ 

悪
臭
等
の
公
害
を
防
止

自
己
の
負
担
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講

 

⑵ 

敷
地
境
界
で
の
環
境
基
準
値
を
超
過
し
な
い
よ
う
騒
音
防
止
対
策
に
努
め
る
こ
と

 

⑶ 

近
隣
住
民
か
ら
の
公
害
に
関
す
る
苦
情
が
発
生
し
た
場
合

事
業
者
自
ら
が
適
切
に
対
処

す
る
こ
と

特
に
西
側
及
び
北
側
は
住
宅
に
近
接

二
十
四
時
間
稼
働
の
室
外

機
等
及
び
荷
捌
き

の
後
進

及
び

の
騒
音

注
意

を
払

廃
棄
物
の
収
集
業
務
に
際
し
て
は
時
間
帯
に
注
意

 

⑷ 

騒
音
・
振
動
規
制
法
に
伴
う
特
定
施
設
の
届
出
が
必
要
な
場
合

申
請

 

⑸ 

廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
資
源
化
に
努

 

⑹ 

事
業
活
動
に
伴

橿
原
市
内
で
発
生
し
た

般

と
い
う

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
橿
原
市
一
般
廃

棄
物
処
理
計
画
に
従

及
び
排
出
を
行
う

ら
の
責
任
に
お

い
て
適
正
に
処
理

 



⑺ 

事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
を
他
人
に
委
託
す
る
場
合

橿
原
市
が
許
可
す
る
一
般
廃

棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
環
境
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託

 
⑻ 
事
業
系
一
般
廃
棄
物
を
橿
原
市
の
処
理
施
設
に
て
処
理
す
る
場
合

橿
原
市
一
般
廃
棄

物
処
理
計
画

の
区
分
及
び
処
理
施
設
へ
の
搬
入
の

に
従
い
搬
入
す
る
こ

 

 

４ 

資
源
循
環
課 

 
 

 

浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合

奈
良
県
景
観
・
環
境
総
合

へ
浄
化
槽
設
置
の
届
出
を

行
う

浄
化
槽
の
維
持
管
理
は
浄
化
槽
法
の
規
定
に
よ
る
こ
と

下
水
道
接
続
の
場
合
は

下
水
道
課
の
指
示
事
項
を
参
照
の
こ
と

 

 

５ 

公
園
緑
地
景
観
課 

 
 

 

屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
場
合
は

則

を
厳
守

許
可
を
受

 

 

６ 

建
設
管
理
課 

 
 

 

市
道
路
を
占
用
及
び
掘
削
等
す
る
場
合

建
設
管
理
課
と
協
議
後
に
申
請

許
可
を
得

て
か
ら
工
事
に
着
手

 

 

７ 

学
校
教
育
課 

⑴ 

開
発
区
域
周
辺

鴨
公
小
学
校
及
び
八
木
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
通
学
路
及
び
生
活
圏
で

工
事
中
及
び
開
店
後
の
物
資
搬
入

警
備
員
を
配
置
す
る

児
童

生
徒
の
通
行
の
安
全
に
万
全
の
配
慮
を
行
う
こ
と

 

⑵ 

特
に
休
日
・
夜
間
等

青
少
年
等

に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
し

青
少
年
健
全
育
成
に
努
め
る
こ
と

 

⑶ 

び
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
か
ら
何
ら
か
の
意
見
・
要
望
等
が
出
た
場
合

現
時
点
で
予
測
で
き
る
問
題

都
度
誠
意
を
持

話

合
い
に
応
じ
る

 
 

三 

縦
覧
場
所 

    

奈
良
県
産
業
部
経
営
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
七
日
ま

奈
良
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

 

五 

縦
覧
時
間 



 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 
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